
本書について

　本書は、自動車整備士の法令
を学ぶためのテキスト（教材）
です。３級自動車整備士を養成
する際の、履修目標範囲を収録
しています。
　自動車整備士になるためには、
高等高校の自動車科や専門学校
などの「一種養成施設」もしくは、
整備工場で働いている方を対象
としている自動車整備振興会技
術講習所の「二種養成施設」の
いずれかの施設の課程を修了し、
実技試験の免除資格を得て、一
般社団法人日本自動車整備振興
会連合会（以下、日整連）が実
施する「自動車整備技能登録試
験（以下、登録試験）」を受験す
ることが一般的になっています。
　自動車整備士の登録試験のう
ち３級は、全 30 問出題されます。
合格基準は、そのうちの 70％、
すなわち 21 問以上正解すること
となっています。法令に関する
問題は、おおむね３問出題され
ています。責任点（出題分野ご
との成績基準）はありません。
　「法令」と聞くとなじみがなく、
ニガテ
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な方もいるかと思います。
しかし、「図解３級法令」という
書籍名が示すとおり、できるだ
け図を入れています。理解しに
くい箇所もあるとは思いますが、
あきらめずに最後までがんばっ
てください。
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自動車に関する法令概略

▪日本の法令は一般に、法律 ⇒ 政令 ⇒ 省令 ⇒ 告示・通達といった体系となっている。
▪�法律は国会で制定されるわけであるが、それに基づき内閣から政令が、そして各省から省令が

それぞれを補う形で公布される。また、通達は省令をさらに補う形で、地方の行政機関などに
対して文書で公布される。

 道�路運送車両法（法律）　※略称：車両法　　略語：
▪�道路運送車両の安全性の確保、公害の防止、適正な使用を期するため、自動車の検査や登録制

度を設けるとともに、自動車の整備及び整備事業を規制する法律。昭和 26 年６月１日（法律
第 185 号）に制定。

▪�車両法は、その柱として、第１章　総則、第２章　自動車の登録等、第３章　道路運送車両の
保安基準、第４章　道路運送車両の点検及び整備、第５章　道路運送車両の検査等、第６章　
自動車の整備事業、の６つを定めている。

 道�路運送車両法施行令（政令）　※略称：施行令
▪�車両法の内容を補足する政令で、具体的な内容が定められている。昭和 26 年６月 30 日（政令

第 254 号）に制定。

 道�路運送車両法施行規則（省令）　※略称：施行規則　　略語：
▪�車両法の内容を補足する省令で、具体的な内容が定められている。昭和 26 年８月 16 日（運輸

省令第 74 号）に制定。

 自動車点検基準（省令）　※略称：点検基準　　略語：
▪�車両に行うべき点検の項目等の詳細を定めた省令。昭和 26 年８月 10 日（運輸省令第 70 号）

に制定。

 道�路運送車両の保安基準（省令）　※略称：保安基準　　略語：
▪�車両の安全性の確保や公害防止を図るため、車両の構造や装置等の技術基準について定める省

令。昭和 26 年７月 28 日（運輸省令第 67 号）に制定。整備及び検査の拠り所となる基本的事
項が明示されている。

 道�路運送車両の保安基準の細目を定める告示（告示）　※略称：細目告示　　略語：
▪�自動車の構造、装置、乗車定員又は最大積載量の基準について、詳細、細目を規定している。

平成 14 年７月 15 日（国土交通省告示第 619 号）に制定。

 自動車検査業務等実施要領について（通達）　※略称：実施要領　　略語：
▪�職権による打刻等、自動車の検査及び二輪の小型自動車の車両番号の指定に関する実施細目を

定め、これらの解釈を統一することにより、行政事務の適正かつ能率的な実施の確保を図るこ
とを目的としている。昭和 36 年 11 月 25 日（自車第 880 号）に制定。



－ 3 －

第1編　道路運送車両法（抜粋）

1章　総則

❶この法律の目的・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
➋定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
➌自動車の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

2章　自動車の登録等

◎ポイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

3章　保安基準

➊自動車の構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
➋自動車の装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
➌乗車定員又は最大積載量・・・・・・・・・・・・ 10

4章　点検整備制度

➊使用者の点検及び整備の義務・ ・・・・・・・・ 11
➋日常点検整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
➌定期点検整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
➍点検整備記録簿・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

5章　検査制度

➊�自動車の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
➋新規検査・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
➌継続検査・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
➍自動車検査証記録事項の変更及び
　構造等変更検査・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
➎自動車検査証の有効期間・・・・・・・・・・・・ 16
➏自動車検査証の備付け等・・・・・・・・・・・・ 17
➐自動車検査証の返納等・ ・・・・・・・・・・・・・ 17

6章　自動車の整備事業

➊�自動車特定整備事業の種類・・・・・・・・・・・ 18
➋認証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
➌自動車特定整備事業者の義務・ ・・・・・・・・ 19



－ 4 －

1章

総
則

１章　総則
　この章では、車両法の目的を明らかにし、用語の定義、そして自動車の種別
を定めている。車両法は何を目的としているのか？第１条に集約されている。

❶ この法律の目的 １条

１�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い［★１］、並びに安全性
の確保及び公害の防止、その他の環境の保全［★２］並びに整備についての技術の向上を図り
［★３］、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資する［★４］ことにより、公共の福祉を増
進することを目的とする。

●ポイント 

誰
の
も
の・・・？

 所有権についての公証等を行う［★１］
▪�自動車を登録することにより、所有権の所在（誰の所有物
であるか）を明らかにする趣旨。車両法第２章「自動車の
登録等」においてその登録制度が定められている。
▪�「公証」とは、特定の事実又は法律関係の存否を公（おおやけ）に証明する行為。各種の登記
や証明書の発行などを行う。

 安全性の確保及び公害の防止、その他の環境の保全を図る［★２］
▪�安全性を図るために自動車の構造などを定める趣旨。同時に、運行に伴って発生する騒音や排
気ガスなどによる公害を防止し、環境保全を図る。

公
害
の
防
止
！

整
備
技
術
の
向
上
！

 整備についての技術の向上を図る［★３］
▪�整備従事者の技術向上や整備施設、作業機材などの整備体制の向上
を図る趣旨。

健
全
な
発
達
！

 整備事業の健全な発達に資する［★４］
▪�上記［★１］～［★３］を運用するためには不正を行わず、健全な
発達を図っていくことが必要であるとの趣旨。
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1章

総
則

❷ 定義 ２条／ １条

●ポイント 

 道路運送車両

▪�道路運送車両は自動車、原動機付自転車及び軽車両に分類され、それぞれその定義が規定され
ている。

道路運送車両

①自動車
②原動機付自転車
（施行規則第１条）

③軽車両（施行令第１条）

軌条（レール、線路）や架線
（送電線等）を使用せずに陸上
を移動できるもの。軌条や架
線を使用する電車、ロープウェ
イ、トローリーバスなどは除
外される。

レ
ー
ル
や
架
線
を

使
用
す
る
も
の
は
除
く
！

一定の総排気量又は定格出力
を有する原動機により陸上を
移動できるもので、内燃機関
［★１］を原動機とするもの、
及び、内燃機関以外を原動機
とするものがあり、次に分類
される。
▪ �50cc 以下（二輪を有する
ものであって、最高出力が
4.0kW以下のものにあって
は、125cc 以 下 ）、0.60kW
以下

　第一種原動機付自転車
▪ �50cc 超 125cc 以下、
　0.60kW超 1.00kW以下
　第二種原動機付自転車

い
わ
ゆ
る
原
チ
ャ
リ
！

人力又は畜力により陸上を移
動できるもの（動力の付かな
いもの）で、次のものをいう。
▪馬車	 ▪牛車
▪馬そり	 ▪荷車
▪人力車	 ▪三輪自転車
▪リヤカー

軽
車
両
と
は…

馬
車
、人
力
車
な
ど
！

二輪のもの 二輪以外のもの・50cc以下
（最高出力が4.0kW以下
のものにあっては、125cc以下）
・0.60kW以下

第二種原動機付自転車
と呼ぶ

第一種原動機付自転車
と呼ぶ

・50cc超125cc以下
・0.60kW超1.0kW以下

内燃機関［★１］、及び内燃機関以外のものを原動機とする原動機付自転車の分類

・50cc以下
・0.60kW以下

第一種原動機付自転車
と呼ぶ

　�［★１］内燃機関とは、ガソリン等の燃料をシリンダ内で燃焼（爆発）させ、そのエネルギーを動力とす
る原動機。
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➋走行用前照灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
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1章　　　自動車の構造

自
動
車
の
構
造

❶ 用語の定義 １条／ ２条

●ポイント 

 (1) 空車状態（＝車両重量）

次の全量を搭載した状態

①燃料　　　②潤滑油　　　③冷却水等　　　④運行に必要な固定的設備

 (2) 積車状態（＝車両総重量）

自動車の状態 乗員 物品

空車状態
乗車定員の人員（55kg ／１人）が
定位置［★１］に乗車した状態

最大積載量が物品積載装置に
均等に積載された状態

　［★１］路線バス等の立席定員の場合は、立席に均等に乗車した状態とする。

 (3) 輪荷重

500kg
500kg

500kg 500kg（輪荷重）

2,000kg（軸重）

【軸重と輪荷重の例】

▪�自動車の１個の車輪が路面に加える鉛直荷重。

 (4) 軸重

【軸数の計算】
Ｄ

Ｄ＞１ｍ ： ２軸
Ｄ≦１ｍ ： １軸

▪�各車軸に装着されている車輪の荷重（輪荷
重）の合計。ただし、その車軸の間隔が１m
以下の場合は、１軸として計算される。

 (5) 最遠軸距（ホイールベース）
▪�自動車の最前部の車軸と最後部の車軸中心までの距離。ただし、セミトレーラにあっては、連
結装置の中心から最後部の車軸中心までの距離となる。

最遠軸距

《後輪２軸車》

連結装置
の中心

最遠軸距

《セミトレーラ》
【最遠軸距】

１章　自動車の構造
　この章では、自動車の大きさや最低地上高等、道路を運行する際に最低限守
らなければならない構造について定めている。なお、保安基準は基本的事項を
規定しているものであり、その詳細については細目告示に規定されている。
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1章

自
動
車
の
構
造

❷ 長さ、幅及び高さ ２条／ 162条

●ポイント 

 長さ、幅及び高さの上限と測定方法

▪�自動車の長さ、幅及び高さについて、次に掲げるように上限が定められている。また、測定は
空車状態で巻き尺等を用いて行う。なお、車体外の後写鏡等については取り外した状態で行う
（計測されない）。

自動車の大きさの上限

長さ 幅 高さ

12m［★１］ 2.5m 3.8m

　［★１］告示で定めるセミトレーラについては 13m。

【長さ、幅及び高さ】

高さ

幅

長さ

❸ 最低地上高 ３条／ 163条

●ポイント 

 間げき

▪�自動車の地面との間げきは、全面において９cm以上であること。

９cm 以上

【最低地上高】
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第３編　過去５年分出題例（３級）

※設問末尾の用語等について

　�出題の区分と出題時期を示している。[3G R7.10] であれば令和７年 10 月に行われた３級ガソ
リンの問題であることを示す。また、3C…３級シャシ、3D…３級ジーゼル、3N…３級二輪の
略である。

 定義（P.5 参照）
【１】「道路運送車両法」に照らし、次の文章の（　）に当てはまるものとして、適切なものはど

れか。[3G R4.10]
　　�　「道路運送車両」とは、（　）をいう。
　　１�．自動車、原動機付自転車及び軽車両	 ２�．自動車及び軽車両
　　３�．原動機付自転車及び軽車両	 ４�．自動車及び原動機付自転車

【２】「道路運送車両法」に照らし、次の文章の（　）に当てはまるものとして、適切なものは次
のうちどれか。[3N R5.3]

　　�　「道路運送車両」とは、（　）をいう。
　　１�．自動車及び軽車両	 ２．自動車、原動機付自転車及び軽車両
　　３．自動車及び原動機付自転車	 ４．原動機付自転車及び軽自動車

【３】「道路運送車両法」に照らし、次の文章の（　）に当てはまるものとして、適切なものはど
れか。[3G R7.3]

　　�　「道路運送車両」とは、（　）をいう。
　　１．自動車及び原動機付自転車	 ２．原動機付自転車及び軽車両
　　３．自動車及び軽車両	 ４．自動車、原動機付自転車及び軽車両

 自動車の種別（P.6 参照）
【１】「道路運送車両法」に照らし、自動車の種別に該当しないものは、次のうちどれか。[3C R4.3]
　　１�．大型自動車	 ２�．普通自動車	 ３�．小型自動車	 ４�．軽自動車

【２】「道路運送車両法」に照らし、自動車の種別に該当しないものは次のうちどれか。[3C R5.10]
　　１�．軽自動車	 ２�．小型自動車	 ３�．普通自動車	 ４�．大型自動車

【３】「道路運送車両法」に照らし、自動車の種別に該当しないものは次のうちどれか。[3N R7.3]
　　１．大型自動車	 ２．大型特殊自動車	 ３．小型特殊自動車	 ４．普通自動車

１章　道路運送車両法関係

1章

車
両
法
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1章　　　道路運送車両の保安基準関係

車
両
法

 使用者の点検及び整備の義務（P.11 参照）
【１】「道路運送車両法」に照らし、道路運送車両の点検及び整備について、次の文章の（イ）と
（ロ）に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

[3C R7.3/3D R3.10]
　　�　自動車の（イ）は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動
車を（ロ）に適合するように維持しなければならない。

	 （イ）	 （ロ）	 （イ）	 （ロ）
　　１．使用者　　保安基準　　　　２．使用者　　整備基準
　　３．所有者　　保安基準　　　　４．所有者　　整備基準

 日常点検整備（P.11 参照）
【１】「道路運送車両法」に照らし、日常点検整備に関する次の文章の（イ）と（ロ）に当てはま

るものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。[3C R3.10]
　　�　自動車の使用者は、自動車の（イ）、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交
通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点
検すべき事項について、（ロ）等により自動車を点検しなければならない。

	 （イ）	 （ロ）	 （イ）	 （ロ）
　　１．走行距離　　　目視　　　　　　　２．使用年月　　　目視
　　３．走行距離　　　点検ハンマ　　　　４．使用年月　　　点検ハンマ

【２】「道路運送車両法」に照らし、日常点検整備に関する次の文章の（イ）と（ロ）に当てはま
るものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。[3C R6.10]

　　�　自動車の使用者は、自動車の（イ）、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交
通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点
検すべき事項について、（ロ）等により自動車を点検しなければならない。

	 （イ）	 （ロ）	 （イ）	 （ロ）
　　１．使用年月　　　点検ハンマ　　　　２．走行距離　　　点検ハンマ
　　３．使用年月　　　目視　　　　　　　４．走行距離　　　目視

【３】「道路運送車両法」に照らし、車両総重量８t以上の自家用自動車の日常点検整備について、
次の文章の（イ）と（ロ）に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち適切なものはど
れか。[3D R3.3]

　　�　自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、（イ）に１回、その（ロ）において、
灯火装置の点灯、制動装置の作動その他日常的に点検すべき事項について、目視等により自
動車を点検しなければならない。

	 （イ）	 （ロ）	 （イ）	 （ロ）
　　１�．１日　　運行の開始後　　　　２�．１日　　運行の開始前
　　３�．７日　　運行の開始後　　　　４�．７日　　運行の開始前
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2章　　　道路運送車両の保安基準関係

保
安
基
準

２章　道路運送車両の保安基準関係

 長さ、幅及び高さ（P.22 参照）

　自動車は、長さ 　　　ｍ、幅 　　　ｍ及び高さ 　　　ｍを超えてはならない。

 軸重／輪荷重（P.23 参照）

　自動車は、輪荷重 　　　トン以下、軸重 　　　トン以下でなければならない。

 安定性（P.24 参照）

　自動車は空車状態において左右に傾けた場合、それぞれ　　 　°まで傾けた場合に転覆

しないこと。

 最小回転半径（P.25 参照）

　自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて 　　　ｍ以下でなければならない。

 走行装置（P.27 参照）

　自動車のタイヤの接地部の溝は　　　　mm（二輪自動車は　　　　mm）以上であること。

 燃料装置（P.34 参照）

　自動車の燃料タンクの注入口及びガス抜口は、露出した電気端子及び電気開閉器から　　　　

　　　　　　mm以上離れていること。

 窓ガラス（P.42 参照）

　前面ガラス及び側面ガラスは、可視光線の透過率が　　　　％以上あること。

 走行用前照灯（P.48 参照）／すれ違い用前照灯（P.48 参照）

「走行用前照灯」の

灯光は　　　　色で、

夜間前方　　　　　ｍ先

の障害物等を確認できること。

灯火の色等については、次のとおりである。（令和７年製作の乗用自動車に適用される基準）

すれ違い用前照灯

走行用前照灯

「すれ違い用前照灯」の

灯光は　　　　色で、

夜間前方　　　　　ｍ先

の障害物等を確認できること。
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